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民主党･無所属の会 さいたま市議団を結成しました 
「民主党さいたま市議団」は 5 月 1 日付けで「無所属の会」（3 人）と合流し、新たに『民主党・

無所属の会さいたま市議団』を結成しました。 

これにより、議会本来の役割である政策提言と行政チェックのための、議会内での発言力がより高

くなります。 

また、選挙戦を通して民主党市議団が訴えてまいりました「議会改革」実現へ向けての取組みが、

今まで以上に進んでまいります。 

これからの、民主党・無所属の会さいたま市議団の活動にご注目ください。 

 

 
 

さいたま市議会議員  

阪阪本本かかつつみみ    
《所属》 都市開発常任委員会 

大都市行財政制度調査特別委員会 

さいたま市下水道事業審議会 

 

さいたま市議会 新たな会派構成 

 

・自由民主党さいたま市議団が分裂し、無所属議

員 1 人を加え、彩政会（９人）を結成した。 

・民主党さいたま市議団と無所属の会（3 人）が

合流し、民主党・無所属の会さいたま市議団を

結成した。 

・自治ネットと行政研究会が合流し、無所属の会

の議員 1 人を加え、みどりの風を結成した。 

 

さいたま市議会会派一覧 

自由民主党さいたま市議会議員団   １４人 

民主党・無所属の会さいたま市議団  １３人 

公明党さいたま市議会議員団     １０人 

彩政会さいたま市議会議員団      ９人 

日本共産党さいたま市議会議員団    ８人 

みどりの風              ６人 

無所属（正副議長を含む）       ４人 
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妊婦健康診査の公費負担回数が 5 回に拡大されました 

４月 1 日から、妊婦一般健康診査の公費負担回数を、従来の 2 回から 5 回に拡大しまし

た。市の窓口で交付する母子健康手帳に受診票が添付されています。 

尚、3 月末までに母子健康手帳の交付を受けられた方には、個別に受診票が郵送されてい

ます。受診票を委託医療機関に提出すると、定められた検査が無料で受けられます。 

 

新しく子育て支援医療制度が始まりました 

市内在住で、健康保険に加入する乳幼児（小学校就学前）・児童（小・中学生）の入院時の

負担金の全額と、食事療養負担額の 2 分の 1 が助成されます。 

（乳幼児は、通院時も対象となります） 

従来の制度に登録されているの方には証明証、未登録の方には登録申請書が郵送されてい

ます。 

尚、４月 1 日以降に出生・転入された方は、1 年以内でないと、さかのぼって登録が出来

ません。お早めに登録してください。 

※児童には、受給資格証の交付はありません 

 

議会改革検討推進特別委員会での取組み状況 

議会改革検討推進特別委員会では、定期的に委員会を開催し、議会基本条例の制定や議員

定数の削減などの議会改革に向け、具体的な議論が進められています。 

 

常任委員会の再編 

従来の 6 常任委員会を、交渉会派の要件である 5 人に合わせ５委員会とする。 

構成については、議案数の偏りに配慮し、可能な限り関連する所管を集中し審議できる

ようにする。 

・ 総合政策委員会（市長公室・政策局・財政局・経済局に関する事項） 

・ 文教委員会（教育委員会に関する事項） 

・ 市民生活委員会（市民局・環境局・消防局に関する事項） 

・ 健康福祉委員会（保健福祉局・市民病院に関する事項） 

・ まちづくり委員会（都市局・建設局・水道局に関する事項） 

 

予算特別委員会の常設化 

予算委員会の常設化により、当初予算から補正予算という一連の動きを把握したうえで 

審査ができるようになる。  

（当初予算案の審査は予算特別委員会、補正予算案は各常任委員での審査であった） 

委員会定数について 

予算委員会及び決算特別委員会については、予算委員会に正副議長を除く全議員の半数 

が就任し、残りの議員が決算特別委員会に就任すれば、今年の予算を審査した議員が、 

翌年はその決算を審査することになり、議会の監視権の強化につながる。 


